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国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
、
40
年
間
加
入
し
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
病
気
や
ケ
ガ
・
所
得
の
減

少
・
失
業
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
申
請

し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
免
除
さ
れ
る
「
申
請

免
除
制
度
」
や
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」
を
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
免
除
制
度
に
は
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
全

額
が
免
除
さ
れ
る
「
全
額
免
除
」

と
保
険
料
の
一
部
を
納
め
る
「
一

部
納
付
（
一
部
免
除
）」
が
あ
り

ま
す
。
免
除
後
の
保
険
料
は
次
の

と
お
り
で
す
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
は
、
30

歳
未
満
の
方
（
学
生
を
除
く
）
を

対
象
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
を

猶
予
す
る
制
度
で
す
。

対
象
者
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
全
員
（
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
の
場
合
は
本
人
・
配
偶

者
）
が
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に

該
当
す
る
方
で
す
。

※
所
得
額
は
、
社
会
保
険
料
控
除

額
等
を
考
慮
し
た
お
お
よ
そ
の

目
安
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
免

除
・
若
年
者
納
付
猶
予
の
場
合

は
、
前
記
の
所
得
額
が
基
準
と

な
り
ま
す
。

②
失
業
・
倒
産
・
事
業
の
廃
止
な

ど
に
あ
っ
た
方

③
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
あ
っ

な
お
、
一
部
納
付
の
場
合
は
、

保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
と
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総
合

①
前
年
所
得
が
少
な
い
方

て
、
前
年
所
得
が
1
2
5
万
円

以
下
の
方

④
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

⑤
特
別
障
害
給
付
金
を
受
け
て
い

る
方

「
免
除
」「
若
年
者
納
付
猶
予
」

「
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）」
の
認

定
を
受
け
た
期
間
は
「
未
納
」
と

は
異
な
り
、
受
給
資
格
期
間
に
含

ま
れ
ま
す
。
必
ず
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
ま
し
ょ
う
。

支
所
市
民
生
活
課
へ
次
の
も
の
を

持
参
し
手
続
き
く
だ
さ
い
。

①
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど
）

②
印
鑑
（
本
人
が
署
名
さ
れ
る
場

合
は
不
要
）

③
失
業
な
ど
の
理
由
と
す
る
と
き

は
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

の
写
し
」
な
ど

④
今
年
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
転

入
さ
れ
た
方
は
、
前
年
の
所
得

状
況
を
証
明
す
る
も
の

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

な
お
、
お
越
し
の
際
に
は
、
年

金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
6
月
10
日（
土
）は

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
6
月
5
日（
月
）・
12
日（
月
）・

19
日（
月
）・
26
日（
月
）は

午
前
9
時
〜
午
後
7
時

《
問
合
せ
》
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手
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岡
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
…

申
請
免
除
制
度
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
を

利
用
く
だ
さ
い

兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

■免除後の保険料

■免除・若年者納付猶予制度の対象となる所得の目安

※受付開始は平成18年7月から

区　分 種　類 保険料

全額免除 全額免除 0円

一部納付
（一部免除）

4分の1納付
（4分の3免除）

3,470円

2分の1納付
（2分の1免除）

6,930円

4分の3納付
（4分の1免除）

10,400円

世帯構成
全額免除
若年者納付猶予

4分の1納付
（4分の3免除）

2分の1納付
（2分の1免除）

4分の3納付
（4分の1免除）

単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円

2人世帯
（夫婦のみ）

92万円 142万円 195万円 247万円

4人世帯
（夫婦＋子2人）

162万円 230万円 282万円 335万円

年金の種類 納付 全額
免除

若年者
猶　予

一部
納付 未納

老齢
基礎
年金

受給資格
期　　間

○ ○ ○ ○ ×

年金額の
計　　算

○ ○ × ○ ×

障害基礎年金
遺族基礎年金

（受給資格期間）
○ ○ ○ ○ ×

○…含まれる　×…含まれない


